
※住民基本台帳法の改正により、平成24年７月末からの人口は外国人住民を含めた人数を掲載しています。

紙上から
お礼申し上げます

■生活基盤の整備や福祉事業な
どのため、次の方々からご寄付
をいただきました。（敬称略）
子育て応援自動販売機設置協力
企業・団体　
※�詳しくは子育て
支援課ホーム
ページをご覧く
ださい。

司法書士
相続・法律無料相談会

　相続登記の手続き、相続放棄、
遺言書の作成、借金、会社の登
記、成年後見などに関する無料
相談会を実施します。
●日時　�①7月1日（水）�

②8月5日（水）�
9：00〜12：00

●場所　�①防災センター2階�
②市役所3階　第3会議室

●予約受付　�平日9：00〜17：00�
（祝日を除く）

※相談会は予約優先です。
㉄宮城県司法書士会
　☎022-263-6755

白石高等学校マンドリン部
第17回定期演奏会

　マンドリンでしか味わえない
音色をぜひお聴きください！
●日時　�7月11日（土）�

13：30〜（13：00開場）
●場所　ホワイトキューブ大林
組コンサートホール
●入場料　無料
●曲目　Top of World、星空の
コンチェルト、ジブリメドレーなど
※�ご来場の際は、なるべく公共
交通機関をご利用ください。

㉄白石高等学校マンドリン部
　顧問　林

はやし

　☎25-3154

子育て応援�
自動販売機

「自治宝くじコミュニティ
助成事業」活用相談

　来年度の活用相談を受け付け
ています。
①一般コミュニティ助成
　自治会で使用する備品で事業
費100万円以上が対象（助成
額：100〜250万円）
②コミュニティセンター助成
　主に自治会等集会所の新築が
対象（助成額：上限2,000万円・
対象事業費の5分の3以内）
③自主防災組織育成助成
　地域の防災活動に直接必要な
設備などの整備が対象（助成
額：30〜200万円）
●申込期限　�①②�8月31日（月）�

③� 9月30日（水）
㉄①②まちづくり推進課
　☎22-1327
　③危機管理課　☎22-1452

介護保険負担限度額
認定証の更新について

　施設に入所（ショートステイ
を含む）したときの食費・居住
費は、全額自己負担となります
が、低所得者の方は申請により
利用者負担が軽減されます。
　「介護保険負担限度額認定証」
（以下「認定証」）の有効期限は
7月31日までです。現在、認定
証をお持ちの方には、6月上旬
に更新のお知らせをお送りして
います。申請には市民税非課税
世帯に属する方などいくつか要
件がありますので、要件すべて
に該当する方は再度申請してく
ださい。詳しくはお問い合わせ
ください。
㉄長寿課　☎22-1361

「一般国道４号白石南拡幅」
の新規事業化

　令和8年4月に国土交通省よ
り、一般国道4号白石南拡幅の
新規事業化が発表されました。
斎川から大平森合に至る延長
3.1kmの拡幅事業です。一日も
早い整備完成に向け、国土交通
省と緊密に連携し
ながら全力で取り
組んでいきます。
㉄都市創造課
　☎22-1325　

令和７年度　情報公開制度・
個人情報保護制度の実施状況
■情報公開制度の実施状況
　情報公開制度は、市民の皆さ
んの請求によって、市が保有す
る公文書を閲覧のほか写しを交
付して公開する制度です。

区　　分 件　数
開 示 43件
部 分 開 示 10件
非 開 示 0件
不 服 申 し 立 て 0件
存 否 応 答 拒 否 0件
不 存 在 3件
取 り 下 げ 0件
情 報 の 提 供 419件

■個人情報保護制度の実施状況
　個人情報保護制度は、市が保
有している個人情報を適正に取
り扱い、市民の皆さんの個人情
報に関する権利と利益を保護す
るための制度です。

区　　分 件　数
開 示 0件
部 分 開 示 0件
非 開 示 0件
不 服 申 し 立 て 0件
存 否 応 答 拒 否 0件
不 存 在 1件
取 り 下 げ 0件

㉄総務課　☎22-1331

都市創造課
ホームページ

認知症家族の集い

　7月は土曜日に開催します。
楽しくおしゃべりをして日頃の
介護で疲れた心身をリフレッ
シュしませんか?　ご本人同伴
でも構いません。ご家族がつど
いに参加している間、ご本人は
スタッフと一緒に過ごします。
●日時　7月11日（土）
10：00〜12：00（受付9：40〜）
●場所　介護予防センター
●内容　介護の悩みや相談など
のほか、ミニ講話「介護経験者か
らの体験談」を予定しています
●申込方法　電話、来所または
次の二次元コード
より申し込みくだ
さい。
㉄地域包括支援センター
　☎22-1466　

「白石市公園整備構想基本計
画（案）」に関する意見募集

　本市では、人口減少や少子高
齢化の進行などに対応した都市
公園づくりを目指すための計画
策定に取り組んでいます。計画
策定にあたり、皆さんからの意
見を募集します。
●募集期間　7月31日（金）まで
●閲覧場所　ホームページまた
は都市創造課
●意見を提出できる方　市内に
在住・在勤・在学
している方
●提出方法　郵送・
FAX・メール・都市
創造課窓口　
㉄都市創造課　☎22-1325

申込
フォーム

都市創造課
ホームページ

新しい「介護保険負担割合証」をお送りします

　要介護認定などを受けている
方に交付している負担割合証の
適用期間は7月31日までです。
　新しい負担割合証を7月末日
までに郵送します。8月1日以
降に介護サービスを利用する際
には、必ずサービス事業者など
に介護保険の保険証と一緒に新
しい負担割合証を提示してくだ
さい。
　なお、介護サービスを利用し
た場合の利用者負担額は、原則

として1割負担、一定以上の所
得がある方は2割負担、2割負
担の方のうち、特に所得が高い
方は3割負担になります。詳細
は次の表をご覧ください。
※�年度途中でも所得更正や世帯
員異動により負担割合が変更
になることがあります。

※�「合計所得金額」とは、収入金
額から必要経費に相当する金
額を控除した金額のことです。

㉄長寿課　☎22-1361
要　　件 利用者負担

①本人の合計所得金額が220万円以上
②�同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」
が単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

　①と②両方の要件に該当する方
３割

①本人の合計所得金額が160万円以上
②�同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」
が単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

　3割の要件に該当せず、①と②両方の要件に該当する方
２割

上記以外の方 １割

令和８年度国民年金保険料
免除・納付猶予の申請受付を開始します

　保険料を未納のままにしてお
くと、将来の老齢基礎年金や、
障害・死亡といった不測の事態
が生じたときに、障害基礎年
金・遺族基礎年金を受け取るこ
とができない場合があります。
　収入の減少や失業などにより
保険料の納付が困難な場合、保
険料が免除または納付猶予され
る制度がありますので、未納の
ままにせず申請してください。
●対象期間　�令和8年7月~�

令和9年6月分
●受付開始　7月1日（水）
※�継続審査の方を除き毎年申請

が必要です。
●免除の種類　全額、一部（4分
の3、半額、4分の1）、納付猶予
●申請に必要な物　
①基礎年金番号がわかるもの、
②運転免許証などの身分証明
書、③失業した方は「雇用保険
受給資格者証」ま
たは「雇用保険被
保険者離職票」の
コピーなど
㉄健康推進課
　☎22-1362
　大河原年金事務所
　☎0224-51-3111　

日本年金機構
ホームページ

■人口　�29,697人（前月比）−53人�
男14,651人	　女15,046人

■出生件数　11件	 ■死亡件数　47件
■世帯数　13,962世帯　※住民基本台帳から、5月31日現在

市内の交通事故　5月1日〜31日　※（　）は１月からの累計
■発生件数　65件（298件）	 ■死亡者数　０人（１人）
■負傷者数　3人（12人）	 ■物損件数　62件（289件）
■飲酒運転による人身事故件数　０件（０件）
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